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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略矩形断面を有するアルミニウム合金中空形材からなり、下記ａ～ｄの構成を有し、耐
ポール衝突性を向上させたことを特徴とする曲げ圧壊特性に優れた自動車車体補強材。
ａ．前記略矩形断面は、略上下方向に延在する前面壁と、この前面壁と略平行にかつ間隔
を開けて略上下方向に延在する後面壁と、これら前面壁と後面壁とをつなぎ、互いに間隔
を開けて略水平方向に延在する上方と下方の各横壁と、これら前面壁と後面壁の各中央部
同士をつなぎ、略水平方向に延在する中間壁とからなる、略日型断面から構成される。
ｂ．前記前面壁と後面壁との厚さを各々３ｍｍ以上、４．６ｍｍ以下とする一方、前記上
方と下方の各横壁と中間壁との厚さを、この前面壁と後面壁の厚さよりも薄肉とする。
ｃ．前記上方と下方の各横壁とは、これら前面壁と後面壁の各上下端部よりもそれぞれ下
側か上側かの、前面壁と後面壁の各上部同士および各下部同士をつなぐことによって、前
面壁と後面壁とを仕切り、これら前面壁と後面壁との両端部を上下各方向に向かって張り
出すフランジ部とし、このフランジ部の長さをＷｄとし、前記後面壁の壁幅をＷｂとした
時の両者の比Ｗｄ／Ｗｂを０．０８～０．１の範囲としている。
ｄ．前記中間壁の前面壁側の長さを前記上方と下方の各横壁の長さよりも短くし、この中
間壁の前面壁側端部と前面壁中央部との接続を、前面壁の壁幅を減少させるように行って
、前面壁中央部に、自動車車体補強材の長手方向に亘って延在する凹部を形成している。
【請求項２】
　前記自動車車体補強材において、前記後面壁の厚さを前記前面壁の厚さよりも厚くした
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請求項１に記載の自動車車体補強材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、曲げ圧壊特性として、車体衝突時の曲げ荷重に対する曲げ強度およびエネル
ギー吸収特性が高い、補強材を別途に設けずとも単体で衝突安全性に優れた、バンパ補強
材やドアガードバーなどのアルミニウム合金製自動車車体補強材に関する。以下、アルミ
ニウムをＡｌとも言う。
【背景技術】
【０００２】
  自動車車体には、周知の通り、バンパ補強材やドアガードバーなど、多くの自動車車体
補強材が設けられている。例えば、自動車車体の車体の前端（フロント）および後端（リ
ア）に取り付けられているバンパの内部には、周知の通り、強度補強材としてのバンパ補
強材（バンパリインフォースメント、バンパアマチャアとも言う）が設けられている。こ
のバンパ補強材は断面形状が略矩形であり、周知の通り、バンパと車体との間に、車体に
対し略水平方向で車幅方向に対し平行に延在するように配置される。そして、バンパとそ
の後方のステイまたはクラッシュボックスで、車体の衝突に対するエネルギー吸収部材を
構成する。
【０００３】
　バンパ補強材の支持構造は、衝突面に対する背面から、断面形状が略矩形の中空構造の
バンパステイなどの支持部材を介して、車体長さ方向に延在するフロントサイドメンバや
リヤサイドメンバ等の車体フレームに連結、固定される。このような支持構造とすること
によって、バンパ補強材は、車体の衝突に対して横方向（略水平方向）に圧壊変形して衝
突エネルギーを吸収し、車体を保護する。即ち、バンパ補強材は、車体衝突時の大荷重付
加時に、損壊、飛散などせずに、加わった外力エネルギー（衝突エネルギー）を、自らの
曲げ変形や断面のつぶれ（圧壊）により吸収し、圧壊変形して荷重エネルギーを吸収する
性能が求められる。このような機能や支持構造は、車体側方から衝突された場合に発生す
るドアの車室内への陥入を防止して乗員を保護するために、ドアの内部に設けられてドア
を補強する、ドアーガードバー（ドアビーム）など、他の自動車車体補強材でも基本的に
は同じである。
【０００４】
　近年、これら補強材には、軽量化のために、従来使用されていた鋼材に代わって、５０
００系、６０００系、７０００系等の高強度アルミニウム合金押出形材（長手方向に同一
断面形状を有する形材）が使用されている。アルミニウム合金は、鋼などに比して、同じ
重量の場合には前記エネルギー吸収性能に優れる。また、長手方向に同一断面形状を有す
るアルミニウム合金押出形材は、強度や剛性に優れた断面形状が略矩形の中空構造を、効
率的に、かつ大量に製造することが可能である。このため、車体用エネルギー吸収部材と
しての補強材に好適である。
【０００５】
　ただ、このようなアルミニウム合金補強材を、自動車のバンパ補強材などの補強材に用
いる場合、ポール衝突、バリア衝突、オフセット衝などの種々の衝突試験の形態があり、
これらの衝突に対する安全性向上のため、補強材の強度特性を高める必要性が増している
。例えば、本発明でひとつの課題とするポール衝突の場合、特に局所的に略水平方向から
の荷重が集中するために、バンパ補強材などの圧壊強度が不足しやすく、衝突形態によっ
ては、補強材の圧壊強度が不足するという問題がある。
【０００６】
　より具体的に、バンパ補強材として、車体のポール衝突時のアルミニウム合金補強材の
挙動を、図７の車体平面図により説明する。今、図７（ａ）に示す様な、車体Ａが走行し
て、消火栓、電柱、門柱などであるＣと衝突するポール衝突時には、リアのバンパ補強材
１１０に対し、略水平方向からの荷重が、衝突部に局部的に集中して加わる。これはフロ
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ントのバンパ補強材でも同様である。この場合、荷重が大きいと、バンパ補強材１１０の
圧壊強度が不足し、図７（ｂ）に示す様に、バンパ補強材１１０が中央部より水平方向に
折れ曲がり、車体Ａに損傷を与えることが生じる。この現象は、荷重の大きさによっては
、アルミニウム合金バンパ補強材の断面形状が口形だけではなく、断面形状が日形、ある
いは目形、田形等の中リブを設けてより補強したタイプのバンパ補強材においても生じる
可能性が大いにある。
【０００７】
　これに対し、前記ポール衝突時の折れ曲がりを防止するためには、バンパ補強材の圧壊
強度を大きくする必要がある。このための手段としては、バンパ補強材などの自動車車体
補強材を構成するアルミニウム合金中空形材自体を高強度化する、中空形材壁部厚みを厚
くする、補強材の幅を大きくする等の方法が考えられる。しかし、アルミニウム合金中空
形材を高強度化した場合に、押出等の形材製造や曲げ等の形材の成形加工が難しくなると
ともに、割れが生じやすく、却って、衝突のエネルギー吸収量を小さくすることにもつな
がるので限界がある。また、単にアルミニウム合金中空形材の厚みを厚くしたり、補強材
の幅を大きくした場合、重量が増加して、アルミニウム合金による軽量化の利点が損なわ
れるため、これにも限界がある。
【０００８】
　したがって、従来から、ポール衝突対応としては、バンパ補強材の折れ曲がりやすい長
手方向の中央部分に補強材を取り付け、中央部分を補強する方法があった。実際に、アル
ミや鋼製などの補強形材を、バンパ補強材の衝突面側の車体前面側に取り付けられること
が行われている。しかし、充分な補強効果を得るためには、補強形材取り付けによる重量
増加が大きくなったり、取り付けのための部品点数およびコスト増などのデメリットが無
視しえなくなる。したがって、鋼製バンパ補強材の重量と大差なくなり、バンパ補強材へ
のアルミニウム合金採用による軽量化の利点が損なわれる。
【０００９】
　これに対し、上記補強形材を鋼製に代えてアルミニウム合金製とすることが従来から提
案されている。例えば、バンパ補強材の長手方向中央部に、アルミニウム合金中空形材で
形成された補強体を接着剤などにより接着固定した補強構造が開示されている（特許文献
１参照）。更に、アルミニウム合金補強形材の断面を開断面を有するものとして、バンパ
補強材の前部側に設けた態様も提案されている（特許文献２参照）。また、既存のバンパ
スペースを利用して補強することが可能な、略矩形断面を有するアルミニウム合金中空形
材からなるバンパ補強材も提案されている（特許文献３参照）。この提案では、バンパ補
強材よりも短尺で、かつ略矩形断面を有する補強用形材を、バンパ補強材の長手方向中央
部の上側か下側のいずれかの側に、バンパ補強材と略平行に、かつ一体に取り付ける。
【００１０】
　なお、ポール衝突対応ではなく、エネルギー吸収性能や、オフセット衝突の際の圧壊強
度を上げるために、略日形断面を有する、アルミニウム合金中空形材などの前面壁の中央
部に凹部を設けることが公知である（特許文献４、５参照）。これらの前面壁の中央部の
凹部は、前面壁の衝突面としての垂直な分の壁面幅（以下、単に壁幅とも言う）を、元の
垂直な壁面での壁幅から減少させている。これによって、前面壁の幅厚比 (壁幅/ 壁厚) 
を減少させ、バンパ補強材前面壁の圧壊強度を上げるものである。
【特許文献１】特開平６－２８６５３６号公報
【特許文献２】特開２００１－２２５７６３号公報
【特許文献３】特開２００４－２６２３００号公報
【特許文献４】特開２００１－２６２４５号公報
【特許文献５】特開２００２－２２５６５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ただ、これら従来の補強材の取り付けでも、バンパ補強材への衝突試験の際の衝突速度
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が速くなるなど、衝突試験基準が厳しくなった耐ポール衝突性に対しては、バンパ補強材
の圧壊強度が不足する。即ち、車体衝突時の曲げ荷重に対する曲げ強度が不足する。また
、これら従来の補強材取り付けでは、スペースの余裕があまり無いバンパ内部での、補強
材取り付けのためのスペースを必要とする。このため、補強材をバンパ補強材に取り付け
る場合には、このスペースを確保するためのバンパ乃至自動車車体の設計変更を要する。
したがって、バンパ乃至自動車車体の設計上、この設計変更や設計変更してもスペースが
確保できない場合は、アルミニウム合金などからなる補強材を採用することができない。
【００１２】
　一方、前記した、前面壁の中央部に凹部を設けて、前面壁の幅厚比 (壁幅/ 壁厚) を減
少させ、バンパ補強材前面壁の圧壊強度を上げる方法だけでは、やはり、衝突試験基準が
厳しくなった耐ポール衝突性に対して、バンパ補強材の圧壊強度が不足する。言い換える
と、車体衝突時の曲げ荷重に対する曲げ強度が不足する。
【００１３】
　更に、バンパ補強材には、これら車体衝突時の圧壊強度の向上に加えて、エネルギー吸
収特性が高いことも要求される。即ち、車体衝突時に負荷される荷重に対して、最大荷重
以降の荷重の低下を抑えて、大きく変形した際の荷重と変形量の積分で定義されるエネル
ギー吸収量を大きくし、もって車体の損傷を低減するというエネルギー吸収特性も要求さ
れる。このような特性は、バンパ補強材だけでなく、車体側方から衝突された場合に発生
するドアの車室内への陥入を防止して乗員を保護するために、ドアの内部に設けられてド
アを補強するドアーガードバー（ドアビーム）などの自動車車体補強材にも共通して要求
される。
【００１４】
　したがって、自動車車体補強材には、曲げ圧壊特性として、車体衝突時の曲げ荷重に対
する曲げ強度およびエネルギー吸収特性が高いことが、益々要求されている。本発明の目
的は、この曲げ圧壊特性が高く、補強材を別途に設けずとも単体で衝突安全性に優れた、
バンパ補強材やドアガードバーなどのアルミニウム合金製自動車車体補強材を提供しよう
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するための、本発明の要旨は、略矩形断面を有するアルミニウム合金中
空形材からなり、下記ａ～ｄの構成を有し、耐ポール衝突性を向上させたことを特徴とす
る曲げ圧壊特性に優れた自動車車体補強材である。
ａ．前記略矩形断面は、略上下方向に延在する前面壁と、この前面壁と略平行にかつ間隔
を開けて略上下方向に延在する後面壁と、これら前面壁と後面壁とをつなぎ、互いに間隔
を開けて略水平方向に延在する上方と下方の各横壁と、これら前面壁と後面壁の各中央部
同士をつなぎ、略水平方向に延在する中間壁とからなる、略日型断面から構成される。
ｂ．前記前面壁と後面壁との厚さを各々３ｍｍ以上、４．６ｍｍ以下とする一方、前記上
方と下方の各横壁と中間壁との厚さを、この前面壁と後面壁の厚さよりも薄肉とする。
ｃ．前記上方と下方の各横壁とは、これら前面壁と後面壁の各上下端部よりもそれぞれ下
側か上側かの、前面壁と後面壁の各上部同士および各下部同士をつなぐことによって、前
面壁と後面壁とを仕切り、これら前面壁と後面壁との両端部を上下各方向に向かって張り
出すフランジ部とし、このフランジ部の長さをＷｄとし、前記後面壁の壁幅をＷｂとした
時の両者の比Ｗｄ／Ｗｂを０．０８～０．１の範囲としている。
ｄ．前記中間壁の前面壁側の長さを前記上方と下方の各横壁の長さよりも短くし、この中
間壁の前面壁側端部と前面壁中央部との接続を、前面壁の壁幅を減少させるように行って
、前面壁中央部に、自動車車体補強材の長手方向に亘って延在する凹部を形成している。
【発明の効果】
【００１６】
  本発明自動車車体補強材構成では、上記ｂの要件によって、前提として、先ず、前記前
面壁と後面壁とを比較的厚肉とすることによって、補強材前面壁の圧壊強度を上げる。次
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に、上記ｄの要件によって、先ず、衝突方向に対峙する前面壁の壁面を曲率面とするが、
衝突方向には突出せずに（衝突方向に凸ではなく）、後面壁側に凹む曲率面とすることに
よって、補強材前面壁の圧壊強度を上げる。また、このｄの要件および上記ｃの要件によ
って、前面壁の壁幅を減少させて、幅厚比 (壁幅/ 壁厚) を減少させることにより、補強
材前面壁の圧壊強度を上げる。更に、上記ｃの要件によって、後面壁の壁幅も減少させて
、幅厚比 (壁幅/ 壁厚) を減少させることにより、補強材後面壁の圧壊強度も上げる。
【００１７】
  したがって、本発明自動車車体補強材構成では、これら前記前面壁と後面壁との圧壊強
度の向上効果によって、補強材の曲げ強度が向上し、ポール衝突時に、補強材に対し、略
水平方向からの荷重が、衝突部に局部的に集中して加わっても、容易には座屈したり、折
れ曲がったりしない。しかも、最大荷重を生じた後の反力荷重の低下が比較的小さくなる
ため、変形量あたりのエネルギー吸収量が大きくなり、車体の損傷が低減できる。更に、
このポール衝突性に優れる効果を、補強材を別途に設けずとも、補強材を別途に設ける場
合と同様に、達成できる。また、ポール衝突以外の衝突でも、バンパ補強材以外の自動車
車体補強材でも、この曲げ圧壊特性として、車体衝突時の曲げ荷重に対する曲げ強度およ
びエネルギー吸収特性の向上効果が発揮される。この結果、益々厳しくなる傾向の高い自
動車の衝突試験基準に対し、安全性が高く、軽量かつ省スペースな、自動車車体補強材を
提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
  以下に、本発明のより具体的な実施の形態について、自動車車体補強材としてのバンパ
補強材と、耐ポール衝突性とを代表例にして、図面を用いて詳細に説明する。
【００１９】
（バンパ補強材の全体形状、構造）
  Ａｌ合金製バンパ補強材の実施態様を、図１、２に斜視図で例示する。図４は図１、２
の平面図である。ここで、図１、２、４は、バンパ補強材２０が車幅方向に略水平方向に
延在している状態を示している。バンパ補強材２０の長手方向の形状は、フロントにして
もリアにしても、車体設計上、多くは直線的ではなく、図１、２、４に示すように、両端
に車体前後方向（図１、２では右方向、図４では下方向）に曲げられた湾曲形状を有する
。この図１、２、４の湾曲形状では、バンパ補強材２０は、両端部の（左右の）直線的な
各湾曲部２０ｂ、２０ｂと中央の直線部２０ａとを有する。
【００２０】
  なお、本発明のバンパ補強材は、その長手方向が、湾曲型として、長手方向両端に直線
的なあるいは曲線的な湾曲部 (屈曲部) を有していても良く、また、長手方向全体が曲線
的に湾曲していても良い。また、その長手方向が湾曲せずに直線的であっても良い。
【００２１】
  図４に示す通り、本発明のバンパ補強材２０は、通常のバンパ補強材と同様に、この両
端部の（左右の）各湾曲部２０ｂ、２０ｂ背面（裏面）において、中空筒状の各ステイ３
０、３０によって支持される。そして、このステイ３０、３０を介して、図示しない車体
サイドメンバーと接合され、フロントにしてもリアにしても、バンパ補強材２０が車体側
に支持される。
【００２２】
ステイ：
  図４では、これらステイ３０、３０の前面と後面には、各々フランジ３１、３２が設け
られており、前面側フランジ３１によって、バンパ補強材２０の湾曲部２０ｂ、２０ｂ背
面（裏面）と溶接乃至機械的に接合されている。また、後面側フランジ３０は、図示しな
いサイドメンバの前面側フランジと溶接乃至機械的に接合されている。ここで、これらの
ステイは、図４に示す通り、両端が車体後方に曲げられた湾曲部を有するバンパ補強材に
接合されるため、筒状の場合はその前面、前面壁がある場合はその前面壁が、図４に示し
たように、前記バンパ補強材の湾曲部後面に対応した、直線的あるいは曲線的な傾斜状乃
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至傾斜壁となっている。
【００２３】
　各ステイ３０、３０は鋼製であっても、Ａｌ合金製であっても良いが、ステイの軽量化
のためには、ステイ自体も中空の筒体乃至形材であることが好ましい。また、材質につい
ては、普通鋼やハイテンなどの鋼材、アルミニウム合金押出形材が適宜選択される。更に
また、本発明バンパ補強材を予めステイと一体化して、ステイ付バンパ補強材としておく
ことにより、ステイを介して、サイドメンバーに取り付けることが、極めて容易かつ簡便
となる。
【００２４】
 (バンパ補強材の断面形状)
要件ａ：
  バンパ補強材２０ (中空形材) の断面形状、構造は、前提として、前記した要件ａの通
り、図１、２に示すように、略日型断面から構成される略矩形断面（閉断面）からなる。
図１、２は、車体側面側（左側面側）から見た、フロントあるいはリアのバンパ補強材２
０ (中空形材) の断面（側断面）である。
【００２５】
　略日型断面は、先ず、車体の（図１の）略上下方向に延在する前面壁１と、この前面壁
１と略平行にかつ間隔を開けて、車体の（図１の）略上下方向（略垂直方向）に延在する
後面壁２とからなる。衝突方向乃至衝突荷重Ｆに対峙して立設された前面壁１は、前面側
の縦壁、衝突側壁、前面側フランジなどとも称せられる。また、前面壁１よりも一定間隔
をおいて後方側（図１の右側）に位置する後面壁２は、後面側の縦壁、後面側フランジな
どとも称せられる。
【００２６】
　略日型断面は、次に、これら前面壁１と後面壁２に加えて、前面壁１と後面壁２の各上
部（上方部）１ｃ、２ａ同士および各下部（下方部）１ｄ、２ｂ同士をつなぎ、互いに間
隔を開けて略水平方向に延在する上方と下方の各横壁３、４とからなる。各横壁３、４の
端部は、横壁３では３ａ、３ｂにおいて、横壁４では４ａ、４ｂにおいて、各々前面壁１
の上部１ｃ、下部１ｄ、後面壁２の上部２ａ、下部２ｂと直交している。これらの横壁３
、４は側壁、ウエブなどとも称せられる。
【００２７】
　略日型断面は、更に、これら前面壁１と後面壁２の各中央部１ｅ、２ｃ同士をつなぎ、
略水平方向に延在する中間壁（中間の横壁）５とからなる。中間壁５の端部５ａ、５ｂは
、略垂直方向に立設する前面壁１と後面壁２の各中央部１ｅ、２ｃと直交している。この
中間壁５は中リブ、補強壁などとも称せられる。これらによって、バンパ補強材２０ (中
空形材) は、上下二つの中空部１１、１２を有する、閉断面構造の略日型断面からなる。
【００２８】
要件ｂ：
　ここで、本発明バンパ補強材構成では、前記した要件ｂの通り、先ず、前面壁１と後面
壁２との厚さを各々３ｍｍ以上の比較的厚肉とすることによって、バンパ補強材の前面壁
１と後面壁２との圧壊強度を上げる。前面壁１と後面壁２とを、各々３ｍｍ以上の比較的
厚肉としなければ、断面形状の如何にかかわらず、アルミニウム合金補強材自体での耐ポ
ール衝突性を、補強材を設けた並に、向上できない。ただ、バンパ補強材では、前面壁１
と後面壁２との厚さが各々４ｍｍ以下では、場合によっては耐ポール衝突性が不足する可
能性もあり、好ましくは、前面壁１と後面壁２との厚さを、各々より厚い４ｍｍ以上とす
る。この際、前面壁１と後面壁２との厚さを、互いに同じとしても、互いに異ならせても
良い。
【００２９】
　一方、上方と下方の各横壁３、４と中間壁５との厚さは、この前面壁１と後面壁２の厚
さほどには、耐ポール衝突性に効かない。したがって、ポール衝突時に負荷される集中荷
重に耐えれるだけの強度があれば良く、前面壁１と後面壁２に比して薄肉とできる。また
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、バンパ補強材の軽量化のためにも、上方と下方の各横壁３、４と中間壁５との厚さは、
前面壁１と後面壁２に比して、薄い方が好ましい。この点、バンパ補強材として、前面壁
１と後面壁２との厚さを前記４ｍｍ以上とした場合には、好ましくは、上方と下方の各横
壁３、４と中間壁５との厚さを、２～３．５ｍｍとする。
【００３０】
要件ｃ：
　バンパ補強材２０ (中空形材) は、図１、２に示すように、これら略日型断面に加えて
、前記した要件ｃの通り、上方と下方の各横壁３、４によって、前面壁１と後面壁２との
元の単一な壁幅（長さ）を、その上方と下方の両端部側において各々仕切り（分割し）、
フランジを設けている。
【００３１】
　即ち、上方と下方の各横壁３、４とは、これら前面壁１と後面壁２の各上下端部１ｆ、
１ｇ、２ｄ、２ｅではなく、これら前面壁１と後面壁２の各上下端部よりもそれぞれ下側
か上側かの、前面壁と後面壁の各上部１ｃと２ａ同士および各下部１ｄと２ｂ同士をつな
いでいる。これによって、前面壁１と後面壁２とを各横壁３、４との直交部（交差部）で
もある１ｃと２ａ、１ｄと２ｂで仕切り（分割し）、これら前面壁１と後面壁２との両端
部（１ｃ～１ｆまで、１ｄ～１ｇまで、２ａ～２ｄまで、２ｂ～２ｅまで）を上下各方向
に向かって張り出すフランジ６、７、８、９としている。このように、本発明では、元の
前面壁１と後面壁２を、上方と下方の各横壁３、４とによって、元の前面壁１と後面壁２
とを各々上下に仕切る（分割する）ことによって、各々上方と下方の横壁３、４位置より
も上下各方向に向かって張り出したフランジ６、７、８、９としている。
【００３２】
　以上のように、要件ｃでは、前面壁１を、中央部の前面壁、上（上方）フランジ６、下
（下方）フランジ７とに各々上下に仕切り（分割し）、後面壁２も、中央部の後面壁、上
（上方）フランジ８、下（下方）フランジ９とに各々上下に仕切る（分割する）。このよ
うに、前面壁１と後面壁２との元の単一な壁幅を、各々上下に仕切る（分割する）ことで
、前面壁１と後面壁２との元の壁幅を、それぞれ上下両フランジ長さの分だけ減少させる
。また、固定端である上下両フランジの壁幅も小さい。これによって、後述する通り、幅
厚比 (壁幅/ 壁厚) を減少させることにより、バンパ補強材前面壁の圧壊強度を上げてい
る。
【００３３】
要件ｄ：
　バンパ補強材２０ (中空形材) は、これら略日型断面に加えて、図１、２に示すように
、前記した要件ｄの通り、前面壁１の壁面中央部１ｅに、バンパ補強材２０の長手方向に
亘って延在する凹部１０ａを形成している。ここで、凹部とは、矢印Ｆの衝突方向には（
図の左方向には）突出せずに、後面壁２側（図の右方向に）に凹む曲率面としている意味
である。
【００３４】
　この凹部１０ａの形成は、先ず、中間壁５の前面壁側５ａの長さを、上方と下方の各横
壁３、４の長さよりも、図３に示すｌだけ短くして行う。次に、この中間壁５の前面壁側
端部５ａと前面壁中央部１ｅとの接続を、前面壁１の壁幅を減少させるように行って、前
面壁中央部１ｅに、補強材２０の長手方向に亘って延在する凹部１０ａを形成している。
より具体的には、前面壁１の中央部１ｅがこの中間壁５（５ａ）を境に上下に仕切られ、
この仕切られた（分けられた）上方側と下方側との中央部１ａ、１ｂが、各々前面壁１の
壁面位置よりも後方に向かって、かつ中間壁５（５ａ）方向に延びる、略円弧状の形状を
各々有するようにする。そして、これら略円弧状の前面壁１ａ、１ｂの端部が互いに中間
壁端５ａと交わるようにして、前面壁１の壁幅を減少させて形成する。ここで、前面壁１
の壁面位置とは、立設する前面壁１の壁面の水平方向の（図の左右方向の）位置である。
なお、前面壁１ａ、１ｂは、必ずしも図１、２に示す円弧状でなくとも、直線的あるいは
他の曲線的であっても良い。
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【００３５】
　このｄの要件によって、先ず、矢印Ｆの衝突方向に対峙する前面壁１の壁面を曲率面と
するが、後面壁２側に凹む曲率面とすることによって、バンパ補強材前面壁の圧壊強度を
上げる。この凹部１０ａの形状、言い換えると、前面壁１の上方側と下方側との中央部１
ａ、１ｂの円弧形状は、前記した凹部の条件、矢印Ｆの衝突方向には突出しない、後面壁
２側に凹む曲率面となっている、条件さえ満足すれば、前面壁の圧壊強度を上げるのに必
要な形状が適宜選択される。
【００３６】
　例えば、図２は、本発明の別の実施態様であるＡｌ合金製バンパ補強材２１を示す斜視
図である。ここで、図２のバンパ補強材２１は、図１のバンパ補強材２０と殆ど同じ断面
構造であるが、形成している凹部１０ｂの後面壁２側（図の右方向に）に凹む深さ（図３
に示す長さｌ）が、図１の凹部１０ａよりも、より大きくなっている。即ち、中間壁５の
前面壁側５ａの長さが、図１の中間壁５よりも短く、前面壁１の上方側と下方側との中央
部１ａ、１ｂの円弧の曲率がより小さくなっている。
【００３７】
  なお。これらのバンパ補強材の長手方向に渡る断面形状は、必ずしも同一でなくとも、
部分的あるいは順次断面形状が変化するような中空形状が、車体の設計側から、自由に選
択できる。また、全体や各部の大きさ、長さなどの形状、構造は、車体設計によるバンパ
補強材の断面の大きさ (高さ) や、前記強度あるいは衝突エネルギー吸収量などの要求特
性に応じて選択される。
【００３８】
（作用効果）
　図３を用いて、本発明の要件ａ～ｄの、車体衝突に対する曲げ圧壊特性として、車体衝
突時の曲げ荷重に対する曲げ強度およびエネルギー吸収特性が向上する機構（作用効果）
を、ポール衝突を例にとって、説明する。図３は、図２と同じ本発明のＡｌ合金製バンパ
補強材の断面（車体側面側から見た断面図）を示す。なお、この機構は、ドアーガードバ
ーなど他の自動車車体補強材でも、また、ポール衝突以外の他の衝突形態でも同様に発揮
される。
【００３９】
前面壁：
　前面壁１に、ポール衝突などの車体衝突によって、図３に示す矢印Ｆの衝突荷重が加わ
った場合、補強材中央部断面には曲げ荷重が加えられるため、前面壁１には、図３の紙面
垂直方向への圧縮力が作用する（圧縮力は図３の紙面垂直方向、即ち、補強材２０の長手
方向、車体幅方向に作用する）。これに対して、先ず、要件ｂとして、前面壁１は３ｍｍ
以上の比較的厚肉とされているために、この厚肉化によって、前面壁１自体の圧壊強度が
向上する。
【００４０】
　次に、要件ｃとして、前面壁１を、上方と下方の各横壁３、４によって、中央部の前面
壁、上（上方）フランジ６、下（下方）フランジ７とに各々上下に仕切り（分割し）、前
面壁１の元の単一な壁幅を各々上下に仕切る（分割する）。また、更に、前面壁１は、ｄ
の要件によって、前面壁１の壁面中央部１ｅに、バンパ補強材２０の長手方向に亘って延
在する凹部１０を形成して、矢印Ｆの衝突方向に対峙する前面壁１の壁面を曲率面として
いる。
【００４１】
　これらの要件ｃ、ｄによって、前記固定端を含めて、仕切られていない単一な壁として
の前面壁１の壁幅は、元の垂直な壁幅Ｗｂ（後面壁２の元の壁幅Ｗｂと同じ）から、2 ×
Ｗａへと大幅に減少する。即ち、前面壁１の元の衝突面としての垂直な分の壁幅（壁面幅
）はＷｂであるが、それぞれ上下両フランジ６、７の長さの分Ｗｄ（後面壁２の各フラン
ジ長さＷｄと同じ）と、中央部の凹部１０の円弧状の前面壁１ａ、１ｂの分だけ、減少さ
せて、2 ×Ｗａとする。また、前面壁１の固定端である上下両フランジ６、７の部分の壁
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幅も、上方と下方の各横壁３、４によって仕切られているために、単一な壁としての壁幅
はＷｄと小さくなる。
【００４２】
　一方、前記要件ｂによる前面壁１の厚肉化によって、前面壁１の壁厚は大きくしている
。したがって、前面壁１の幅厚比 (壁幅/ 壁厚) は、上下両フランジ６、７の幅厚比とと
もに、大幅に減少され、衝突時に発生する前記圧縮力に対する、前面壁１および前面壁１
の両端（上下両フランジ６、７）の各々の圧壊強度が高くなる。
【００４３】
　なお、図３に示す、この凹部１０（図１の１０ａ、図２の１０ｂ）の長さｌ、言い換え
ると、前面壁の壁面位置からの凹部１０の奥行き（深さ）ｌは、前記した前面壁１の上方
側と下方側との中央部１ａ、１ｂの円弧形状との関係で、前面壁の圧壊強度を上げるのに
必要な長さが適宜選択される。この形状効果により、中間壁５の長さがＬ１からｌだけ短
くなり（Ｌ１－ｌ）、その結果、前面壁から加えられた圧縮力Ｆが、中間壁５を介して後
面壁２に伝達される際に、この荷重に耐える中間壁５の強度が向上する。
【００４４】
　更に、前面壁１は、前面壁１の壁面中央部１ｅに凹部１０ａを形成して、矢印Ｆの衝突
方向に対峙する前面壁１の壁面を曲率面としている。このように、後面壁２側に凹む曲率
面とすることにより、シェル効果によって、バンパ補強材前面壁の曲げ圧壊強度を上げる
ことができる。
【００４５】
　これに対して、仮に、図５に示すような、矢印Ｆの衝突方向に（図の左方向に）突出す
る曲率面とした場合には、上記した他の要件を満足しても、他の衝突の態様と違って、バ
ンパ補強材に対し、略水平方向からの荷重が、衝突部に局部的に集中して加わるポール衝
突の場合には、外側へ張り出した部分に荷重が集中し易く、圧壊強度が不足する。このた
め、前記した図７（ｂ）に示す様に、バンパ補強材が中央部より水平方向に折れ曲がり、
車体に損傷を与える可能性が生じる。また、図６に示すような、矢印Ｆの衝突方向に（図
の左方向に）対して平坦な直立面とし、曲率を設けない面とした場合は、凹部がないため
、その分前記した前面壁の幅が本願より大きいため、および曲率による強度向上効果がな
いことにより、本願よりも最大荷重以降の荷重の低下が早まり、結果としてエネルギー吸
収量が小さくなる。
【００４６】
　以上説明したように、要件ｂ、ｃ、ｄによって、曲げを受けた場合の前面壁１の圧壊特
性が、上下両フランジ６、７の部分を含めて、大きく向上し、前面壁１が圧壊しにくくな
り、ポール衝突などの車体衝突に対する、曲げ圧壊特性として、車体衝突時の曲げ荷重に
対する曲げ強度およびエネルギー吸収特性が向上する。言い換えると、局所的に略水平方
向からの荷重が集中するポール衝突や、他の衝突形態に対しても、厳しくなった基準での
衝突安全性と軽量性を満足できる。一方、図５、６の場合のように、これら要件ｂ、ｃ、
ｄのいずれかが欠けても、厳しくなった基準における、衝突安全性と軽量性を満足できな
い。
【００４７】
後面壁：
　一方、後面壁２には、ポール衝突によって、図３に示す矢印Ｆの衝突荷重が加わった場
合、上記前面壁１側とは異なり、図３の紙面垂直方向に向かう引張力が働く（引張力は紙
面垂直方向、即ち、補強材２０の長手方向、車体幅方向に作用する）。但し、閉断面であ
る略矩形構造の中空形材は、局所的に略水平方向からの荷重が集中するポール衝突では、
この引張力だけでなく、固定端である後面壁２の両端部（バンパ補強材ではステイによる
支持部）には、逆に圧縮力が働く（この圧縮力は図３の紙面垂直方向、即ち、補強材の長
手方向、車体幅方向に作用する）。この後面壁２の両端部に働く圧縮力を考慮しなければ
、ポール衝突に対する後面壁２の圧壊強度を十分に高くできない。
【００４８】
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　これに対して、本発明では、要件ｃのように、後面壁２を、上方と下方の各横壁３、４
によって、中央部の後面壁、上（上方）フランジ８、下（下方）フランジ９とに各々上下
に仕切り（分割し）、後面壁２の元の単一な壁幅を各々上下に仕切る（分割する）。これ
によって、後面壁２の元の壁幅Ｗｂを、それぞれ上下両フランジ８、９の長さの分Ｗｄだ
け減少させる。また、前面壁１の固定端である上下両フランジ８、９の部分の壁幅Ｗｄも
小さくする。これによって、結果的に、固定端を含めて、後面壁２の壁幅を減少させる一
方、前記要件ｂによる後面壁２の厚肉化によって壁厚を大きくしている。したがって、後
面壁２の幅厚比 (壁幅/ 壁厚) は、上下両フランジ８、９の幅厚比とともに、大幅に減少
される。したがって、ポール衝突時に発生する前記圧縮力に対する上下両フランジ８、９
の圧壊強度が高くなるとともに、ポール衝突時に固定端に発生する前記引張力に対する前
面壁１の圧壊強度も高くなる。
【００４９】
　これら要件ｂ、ｃによって、後面壁２の圧壊強度が、上下両フランジ８、９の部分を含
めて、大きく向上し、局所的に略水平方向からの荷重が集中するポール衝突に対しても、
後面壁２が圧壊しにくくなり、耐ポール衝突性などの曲げ圧壊特性や衝突安全性が大幅に
向上する。
【００５０】
 (バンパ補強材用Ａｌ合金)
  本発明バンパ補強材で用いるＡｌ合金は、軽量化条件を満たした上で、耐ポール衝突性
に優れる目的のために、高強度なＡｌ合金であることが好ましい。また、中空形材に押出
やすい（製造しやすい）Ａｌ合金であることが好ましい。これらの要求特性を満足するＡ
ｌ合金としては、通常、この種構造部材用途に汎用される、５０００系、６０００系、７
０００系等の耐力の比較的高い汎用 (規格) Ａｌ合金が用いられる。そして、これらＡｌ
合金の熱間押出中空形材であって、溶体化焼入れ処理、時効処理などによって機械的な特
性が調質されたＡｌ合金材が用いられる。
【実施例】
【００５１】
  前記図１、２に示した本発明バンパ補強材（発明例）と、比較のために前記図５、６に
示したバンパ補強材（比較例）の耐ポール衝突特性を、実験によって求め、評価した。
【００５２】
  ここではポール衝突を模擬した衝突実験を行った。即ち、バンパ補強材中央部が、前面
壁側で、半径１２７ｍｍのポール状の剛体と衝突したことにより、バンパ補強材中央部の
局所的な範囲に荷重付加される、初期座屈荷重、荷重エネルギ吸収性能、曲げモーメント
を調査した。なお、実際の衝突時の車重は１．０～１．８ｔｏｎ程度、衝突速度は８～６
４ｋｍ／ｈを想定しているが、ここでは静的な圧縮実験と行っている。
【００５３】
  バンパ補強材の断面形状は、各前面壁１の壁幅Ｗａ：４２．５７ｍｍ（図１）、４３．
４６ｍｍ（図２）、各後面壁２の壁幅Ｗｂ：１５０．０ｍｍ、各バンパ補強材の車体前後
方向の幅（長さ）Ｌ１：６５．０ｍｍ、各フランジ幅（長さあるいは突出量）Ｗｄ：１２
ｍｍと各々した。本例では、補強材の曲げに対する基本特性を調べる目的で、補強材は直
線部材とし、スパン１１００ｍｍの円筒型支持材にて下方両端を回転自由に（ピン）支持
した。バンパ補強材の長さは、直線１３００ｍｍとした。なお、バンパ補強材には０．２
％耐力が４３５ＭＰａの時効処理された７０００系アルミニウム合金押出形材を用いた。
また、比較例として、外形が同じで前面壁、後面壁上下の両端部を上下各方向に向かって
張り出したフランジ形状とした、図６に記載の例を示す。
【００５４】
  発明例と比較例の各バンパ補強材の荷重－変位関係を図８に示す。また、この図８にお
ける各例の、初期座屈荷重（ｋＮ）、変位１００ｍｍ時のエネルギー吸収量（ｋＪ）、最
大モーメント（ｋＮ・ｍ）の各数値を改めて表１に示す。
【００５５】
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  表１、図８から明らかな通り、図８に細い実線で示す発明例１、太い実線で示す発明例
２は、太い点線で示す比較例３に比して、ポール圧縮条件で、初期最大荷重（ｋＮ）、初
期最大荷重に比例する量である最大曲げモーメント（ｋＮ・ｍ）はほぼ同じである。しか
し、最大荷重以降の荷重の低下が抑えられているため、発明例の方が変位１００ｍｍ時の
一定の変位量内でのエネルギー吸収量（ｋＪ）を高めることが可能であり、凹部の量の大
きい発明例２でその傾向が特に顕著である。
【００５６】
  なお、発明例１、２と比較例３との比較において、発明例１は、発明例２ほどには比較
例３とのエネルギー吸収量や初期座屈荷重の優位性が無い。しかし、発明例１と２との違
いは、図１、２のバンパ補強材の形成している凹部１０ｂの後面壁２側に凹む深さ（図３
に示す長さｌ）の違いのみであって、発明例２（図２）の方が、前記した通り、図１の凹
部１０ａよりも大きくなっている。この点、発明例１、２と比較例３との比較は、この設
ける凹部１０の深さ（大きさ）によって、エネルギー吸収量や初期座屈荷重の大きさが異
なることを示している。したがって、発明例１は凹部１０を設ける場合の謂わば下限を示
し、最適効果を得るための凹部１０の深さ（大きさ）を、場合によって選択（設計）する
必要があることも裏付けている。よって、これら実施例の結果から、本発明の効果と、本
発明構成の意義が明らかである。
【００５７】
　また、表１、図８において、図８に太い一点鎖線で示す発明例４は、後面壁２の厚さを
、前面壁１の厚さよりも厚くした例である。後面壁２の厚さをより厚くすることによって
、ポール衝突時に特に荷重が集中しやすく割れやすい、後面壁２の中央部の強度や剛性を
高め、割れにくくして、補強材性能の発揮を保証することができる。ポール衝突時の条件
によっては、後面壁２の中央部が割れて、補強材性能を発揮できないことも起こり得るが
、後面壁２の厚さをより厚くした発明例４は、このような事態を防止して、補強材の性能
発揮を保証することができる。
【００５８】
　そして、更に、発明例４では、この後面壁２の厚さをより厚くした分だけ、前面壁１の
側を薄くすることによって、後面壁２の厚さをより厚くすることによる重量増加を、表１
の単位重量に示す通り、相殺あるいは最小限に押えて、軽量化を図っている。一方、前面
壁１を発明例４のように薄くしなければ、最大荷重を高めたり、最大荷重以降の荷重の低
下を抑えることも可能となるため、エネルギー吸収量を高めることも可能である。このよ
うに、本発明では、後面壁２と前面壁１との厚さを互いに調整することで、最大荷重やエ
ネルギー吸収量などの補強材性能を、その重量との関係で、自由に調整、設計できるとい
う優れた効果も有する。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
　更に、図９に、前記表１の各例の各フランジ幅Ｗｄ（長さあるいは突出量：横軸、ｍｍ
）と、各種性能（初期座屈荷重：左側縦軸、ｋＮ、変位１００ｍｍ時のエネルギー吸収量
：右側縦軸、ｋＪ）との関係を示す。図９の解析条件では、各例の補強材の断面寸法は前
記表１と同じとしたが、バンパ補強材のフランジ幅Ｗｄ（図９の横軸ではフランジ突出量
と記載）のみを５ｍｍから１５ｍｍまで変化させて解析していた（前記表１ではＷｄが１
２ｍｍと一定）。
【００６１】
　この図９では、前記凹部１０の長さｌを変えた発明例１、２、比較例３の解析結果を、
同じグラフ上で比較している。左縦軸の初期座屈荷重は、左方の左向き矢印で示す下側３
つのデータの通り、いずれのフランジ幅Ｗｄ（突出量）であっても、凹部の長さｌが小さ
な発明例１（白丸印、点線）の方が、凹部の長さｌが大きな発明例２（黒丸印、実線）に
比して高い。一方、右縦軸のＥＡ量は、上部の右向き矢印で示す上側３つのデータの通り
、逆に、凹部の長さｌが大きな発明例２（黒四角印、実線）の方が、凹部の長さｌが小さ
な発明例１（白四角印、点線）よりも高くなる。しかし、この両者のＥＡ量の差は、横軸
のフランジ幅Ｗｄが増加するにつれて小さくなる傾向が見られ、この点からもＷｄを増加
させる効果が分かる。
【００６２】
　また、図９から分かる通り、横軸のＷｄが増加すると、各例とも、左縦軸の初期座屈荷
重、右縦軸のＥＡ量とも増加する傾向がある。しかし、Ｗｄが１２ｍｍ以上となると、こ
の増加率は低下していく。すなわち、荷重の増加、ＥＡ量の増加を期待できる最適なフラ
ンジ幅（長さあるいは突出量）Ｗｄが存在する。この図９の例から、Ｗｄが１２ｍｍ～１
５ｍｍの範囲が好適であり、これを後面壁の壁幅Ｗｂで除して無次元化した数値Ｗｄ／Ｗ
ｂでは０．０８～０．１程度が最適範囲であることが分かる。言い換えると、自動車車体
補強材のフランジ部の長さをＷｄとし、後面壁の壁幅をＷｂとした時の好ましい両者の比
Ｗｄ／Ｗｂは０．０８～０．１の範囲である。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明によれば、曲げ圧壊特性として、車体衝突時の曲げ荷重に対する曲げ強度および
エネルギー吸収特性が高い、補強材を別途に設けずとも単体で衝突安全性に優れた、バン
パ補強材やドアガードバーなどのアルミニウム合金製自動車車体補強材を提供することが
できる。このため、Ａｌ合金材の自動車車体補強材用途を大きく拡大するものであり、工
業的な価値が大きい。
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【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明に係るバンパ補強材の一実施態様を示す斜視図である。
【図２】本発明に係るバンパ補強材の他の実施態様を示す斜視図である。
【図３】本発明に係るバンパ補強材の補強効果を示す断面図（側面図）である。
【図４】図１のバンパ補強材の平面図である。
【図５】比較例のバンパ補強材を示す断面図（側面図）である。
【図６】比較例のバンパ補強材を示す断面図（側面図）である。
【図７】バンパ補強材のポール衝突時の変形を示す平面図である。
【図８】実施例における補強材の荷重－変位関係を示す説明図である。
【図９】実施例におけるフランジ幅Ｗｄと各種性能との関係を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６５】
１：前面壁、２：後面壁、３、４：横壁、５：中間壁、６、７、８、９：フランジ、１０
：中空部、２０：バンパ補強材、３０：ステイ

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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